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第

十

二

号

議

案

 

  

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

八

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛

 

   
 



第１２号議案 

- 2 - 

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

５

 

任

命

権

者

は

、

始

業

及

び

終

業

の

時

刻

に

つ

い

て

職

員

（

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

及

び

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

除

く

。

）

の

申

告

を

考

慮

し

て

勤

務

時

間

を

割

り

振

る

こ

と

が

公

務

の

運

営

に

支

障

が

な

い

と

認

め

る

職

員

（

以

下

「

勤

務

時

間

申

告

職

員

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

四

週

間

を

超

え

な

い

期

間

に

つ

き

一

週

間

当

た

り

三

十

八

時

間

四

十

五

分

と

す

る

正

規

の

勤

務

時

間

を

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

別

に

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

三

条

第

二

項

中

「

職

員

」

の

下

に

「

又

は

勤

務

時

間

申

告

職

員

」

を

加

え

、

同

項

に

後

段

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

勤

務

時

間

申

告

職

員

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

の

申

告

に

よ

り

、

暦

日

を

単

位

と

し

て

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

の

日

に

お

い

て

、

正

規

の

勤

務

時

間

を

割

り

振

る

も

の

と

す

る

。

 

第

四

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

の

下

に

「

及

び

勤

務

時

間

申

告

職

員

」

を

加

え

る

。

 

第

五

条

第

二

項

中

「

除

く

。

）

」

の

下

に

「

並

び

に

勤

務

時

間

申

告

職

員

（

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

一

日

に

つ

き

七

時

間

四

十

五

分

の

正

規

の

勤

務

時

間

が

割

り

振

ら

れ

て

い

る

場
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合

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。

 

第

十

一

条

第

一

項

中

「

職

員

」

の

下

に

「

（

勤

務

時

間

申

告

職

員

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。

 
第

十

六

条

の

三

第

一

項

中

「

を

い

う

。

）

」

を

「

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

そ

の

他

区

規

則

で

定

め

る

当

該

職

員

の

子

」

に

、

「

一

部

」

を

「

全

部

又

は

一

部

」

に

改

め

る

。

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

職

員

の

柔

軟

な

働

き

方

を

推

進

す

る

た

め

、

フ

レ

ッ

ク

ス

タ

イ

ム

制

を

導

入

す

る

と

と

も

に

、

子

育

て

部

分

休

暇

の

取

得

の

対

象

と

な

る

子

の

範

囲

及

び

取

得

方

法

を

拡

大

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


